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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 175/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  18/44     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  18/40     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   7/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 175/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 175/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  175/04     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   18/44     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   18/40     ０１８　
   Ｃ０８Ｇ   18/40     ０６３　
   Ｃ０８Ｊ    7/04     ＣＦＤＡ
   Ｃ０９Ｄ  175/06     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月28日(2019.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチック基材と前記プラスチック基材の表面に形成された塗膜とを有する塗装体で
あって、
　前記塗膜が下記（１）及び（２）を満たし、かつ、
　前記塗膜が、少なくとも下記（Ａ）、（Ｂ）を水酸基含有成分として含有する主剤と、
下記（Ｃ）を含む自己修復型塗料より形成されることを特徴とする塗装体。
　（１）塗膜のガラス転移温度が３０℃以上である、
　（２）塗膜のヤング率が１０００Ｎ／ｍｍ２以下であり、塗膜の伸び率が８０％以上で
ある。
　（Ａ）水酸基価が８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上２００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、ガラス転
移温度が－１００℃以上０℃以下であるポリカーボネートジオール、及び
　（Ｂ）水酸基価が８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上２００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、ガラス転
移温度が５０℃以上１２０℃以下である（Ａ）成分以外の樹脂成分、
　（Ｃ）イソシアネート系硬化剤。
【請求項２】
　前記塗膜が複数のガラス転移温度を有し、その平均値が３０℃以上６０℃以下であるこ
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とを特徴とする、請求項１記載の塗装体。
【請求項３】
　前記塗膜の架橋間分子量が７００以上１２００以下であることを特徴とする、請求項１
又は２に記載の塗装体。
【請求項４】
　前記（Ａ）成分の水酸基価と（Ｂ）成分の水酸基価の比（Ｂ）／（Ａ）が、０．５以上
１．５以下であることを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の塗装体。
【請求項５】
　前記（Ｂ）成分が、アクリルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリ
オールからなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする、請求項１から４
のいずれかに記載の塗装体。
【請求項６】
　（Ａ）成分の質量平均分子量が、５００以上２０００以下であり、（Ｂ）成分の質量平
均分子量が、５０００以上１０００００以下であることを特徴とする、請求項１から５の
いずれかに記載の塗装体。
【請求項７】
　（Ａ）成分１００質量部に対する（Ｂ）成分の配合量が、４０質量部以上１５０質量部
以下であることを特徴とする、請求項１から６のいずれかに記載の塗装体。
【請求項８】
　水酸基含有成分の総量に対する（Ａ）成分及び（Ｂ）成分の合計量が、７０質量％以上
であることを特徴とする、請求項１から７のいずれかに記載の塗装体。
【請求項９】
　前記プラスチック基材の表面に形成された塗膜が、着色材以外に、粒径１ｎｍから３０
０ｎｍの無機微粒子を含まないことを特徴とする、請求項１から８のいずれかに記載の塗
装体。
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